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手話 知る

人差し指と親指を立
てた両手を左から右
へ弧を描いて下ろす

右手の親指と人差し
指で作った輪を目に
当て、前に出す

両手の手の平を
上に向け、右か
ら左に動かす

岡山県 新型コロナ

　広報津山３月号の内容は、２月１日現在の情報です。状況により内容が変わる場合
があります。新型コロナウイルス感染症の情報は、市ホームページに掲載しています。
情報は随時更新しているので、ご覧ください。

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部
総合相談窓口
　☎32-2062(平日午前９時～午後５時）
■厚生労働省電話相談窓口(午前９時～午後９時）
　☎0120-565653(フリーダイヤル)
　　03-3595-2756
■岡山県新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
　☎086-226-7877(24時間）
　　086-225-7283(平日午前９時～午後５時）

まめに手洗い
消毒を

しゃべらず
食事に集中を

着けよう
マスク

やさしい
距離感

　耳が聞こえない人に会ったとき、皆さんならどうしますか。
　「筆談できれば大丈夫？では、なぜ手話があるの？」
　知っているようで知らない「手話」について、美作ろうあ協会事務局長の池上誠さん、市民の一人で
津山まなびの鉄道館職員の岸本祥吾さん、市障害福祉課の職員で話しました。手話などのさまざまな意
思疎通の方法について、みんなで理解を深めましょう。　　　  　問障害福祉課☎32-2067、 　 32-2153

　引っ越しなど、人の移動が多い時期を迎えます。
　日頃からの基本的な感染症対策と併せて、出掛けるときは外出先の感染症の流行状況を確認し、慎重
に行動しましょう。

岸本　手話通訳者と一緒に来られ
　る場合もありますが、それ以外
　は筆談で対応しています。

岸本　耳が聞こえない人にどう話
　しかけたらいいか、迷います。

岸本　｢おはよう」｢ありがとう」な
　ど、簡単な手話から覚えていきた
　いです。表情や身振り手振りも大
　切なことが分かりました。

池上　手話はできるけど、筆談は
　苦手という人が多いです。

池上　見た目には障害者と分からな
　いので話しかけられますが、気付
　きません。後ろから突然肩をたた
　いて呼ばれると、とても恐いです。
　相手がマスクをしていると、口元
　が見えず、何か聞かれても分かり
　ません。(イラストを指差して意
　思を伝える）コミュニケーション
　ボードがあると助かります。簡単
　な手話を覚え、少しでも使って話
　をしてもらえるとうれしいです。

手話で話そう ゆっくりご覧ください

障害福祉課
坂口拓也主任

筆談は苦手？
　手話は、音の聞こえない世界で相手に意
思を伝えるために生まれた「言語」です。
　英語で話しかけられて戸惑うのと同じ
で、｢手話」で話している人にとって、普
段使っていない日本語での筆談は難しいこ
とがあります。筆談するときは、簡単な言
葉で短く伝えてください。
聴覚に障害がある人と話すときは？
　聴覚に障害があると気付いたら、目を見
て話しかけてください。筆談のほか、表情
や口の動きなどで伝えることもできます。
　災害の時なども、雨や風の
音に気付くことができません。
メールやテレビのほか、近所
の人から直接教えてもらうの
も大切な手段です。

　　　話した内容をもっと知りたい
　　　テレビ津山の「こんにちは市役所さ
ん～手話に理解を～」で放送します。
とき　３月の木曜日＝午後８時30分ほか
１回、金曜日＝午前10時30分ほか２
回、土曜日・日曜日＝午後５時30分
※放送日時は変更になる場合があります
※放送期間終了後、市公式Youtubeで配
信します

　　　｢手話」をもっと知りたい
　　　市立図書館で「手話」の本を
紹介しています。
とき　３月１日㈪～31日㈬午前10
時～午後７時
※30日㈫は休館
■問市立図書館（アルネ・津山４階）
　☎24-2919

担当者から説明します

つ や ま し

「手話」について知っていますか？基本的な感染症対策の合い言葉は「つ･や･ま･し」

　　発熱や風邪のときは、かかりつけ医または
　　身近な医療機関に電話で相談しましょう
※どこに相談すればよいか分からないときは、
　新型コロナウイルス受診相談センターに電
　話、または県ホームページで発熱外来を検
　索してください
●平日午前９時～午後５時
　　美作保健所 ☎23-0163、 　 23-6129
●土曜日・日曜日・祝日午前８時～午後６時
　　担当医療機関に転送 ☎086-226-7925
　　　　　　　　　　　 　086-226-7957

検索津山市　Youtube

　　　　郵便などでできる手続きがあります
　　　　市からの転出届、住民票の交付など市役
所で行う手続きの中には、郵便などでできるもの
があります。窓口の混雑緩和のため、ぜひ、ご利
用ください。
　詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。
郵便などでできる手続き
●市からの転出届
●住民票・戸籍などの請求
●市税証明書の申請
●市国民健康保険からの脱退届など

　　　　総会を書面で行うことができます
　　　　感染症の予防のため集まることが難しい
場合に、町内会などの総会を「書面決議」で行う
ことができます。書面で会員の賛成・反対などの
意思を確認する方法です。書面決議の
参考例は、市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
問地域づくり推進室（市役所３階）☎32-2032

　　　　感染症対策について確認しましょう
　　　　飲食業や劇場、映画館など、さまざまな
関係団体が「業種ごとの感染拡大予防ガイドライ
ン」を作り、自主的に感染防止の取り組みを行っ
ています。感染症対策が行われているかどうか確
認できない店や施設の利用は、控えましょう。

　　　　店や施設を管理している皆さんへ
　　　　ガイドラインを守っていることを建
物の入口などに掲示しましょう。
　ガイドラインは、内閣官房のホ
ームページで見ることができます。

　　　　ワクチン接種推進室を設置しました
　　　　新型コロナウイルスワクチンが実用化さ
れた場合に円滑に接種できるよう、準備を進め
ています(２月１日現在)。対象や時期など、詳し
く決まり次第、随時お知らせします。
※最新情報は、市ホームページで確認
　できます

第４回

｢新型コロナウイルス感染症」についての相談は


